
 

 

今後の検討が必要な課題について 

(タスク・フォースから提起された課題) 

○ ゲノム編集技術を用いる研究に｢新規に作成されたヒト受精

胚｣を用いることについて 

○ 受精を前提とした「配偶子」及び「生殖系の細胞」へのゲノ

ム編集研究の取扱いについて 

○ ヒト多精子受精胚(３ＰＮ胚)の取扱いについて 

○ ヒト受精胚を用いる研究に対する｢法的な枠組み｣の必要性

について 

○ ヒト受精胚を用いるゲノム編集技術以外の事項（核置換

等）に係る研究での取扱いについて 
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